
鹿児島県浄化槽管理士研修会

開催のご案内（令和４年度） 

 

 

開催のご案内 

令和２年４月１日からの改正浄化槽法の施行に伴い、鹿児島県及び鹿児島市に

おきましては、保守点検業者登録条例に基づき、登録する浄化槽管理士に登録期

間内に 1 回以上の研修会受講が義務付けられました。 

なお、鹿児島県では猶予期間として令和４年度までに登録更新される保守点検

業者は更新時の受講証添付は免除されますが、令和５年度以降に更新される場合、

登録する管理士はすべて有効期間内の受講証添付が求められます。 

鹿児島市においては、猶予期間はなく、次の更新の際には同様に求められます。 

令和４年度、鹿児島県では下記の３会場にて管理士研修会を開催いたします。 

 

 

会場１ 開催日時  令和４年７月２０日（水） 10 時 30 分～16 時 30 分 

        開催場所  かごしま空港ホテル  霧島市溝辺町麓６１６－１ 

 

会場２ 開催日時  令和４年１０月５日（水） 10 時 30 分～16 時 30 分 

開催場所  鹿児島県市町村自治会館  鹿児島市鴨池新町７番４号 

 

会場３ 開催日時  令和４年１１月２９日（火） 10 時 30 分～16 時 30 分 

開催場所  離島向けオンライン（種子島、奄美大島、喜界島、与論島） 

 

受講料 １０，０００円 

 

主 催 公益財団法人鹿児島県環境保全協会 

   住所 鹿児島市宇宿２丁目９－９ TEL 099-296-9002 

 

協 力 公益財団法人日本環境整備教育センター/一般社団法人全国浄化槽団体連合会 

 

※ 鹿児島県では、県外での研修会も保守点検業者に登録する浄化槽管理士に義務付けられ

ている研修として認めています。 



受講者申し込み  

受講申し込みは、全浄連がインターネット上に用意したシステムにアクセスし

て行います。 

各々で、スマートフォン又はパソコンにてインターネットでシステムにアクセ

スして、希望する会場を選択して、必要事項（管理士番号、生年月日、氏名、連

絡先電話番号、メールアドレス）を入力して、受講の申し込みを行っていただき

ます。（以下 受講者申し込みの手順を参照）  

受講者申し込みの手順  

1. 研修会申込の受講申し込みは、パソコンまたはスマートフォンにて入力してください。  

● パソコン 

当協会又は全国浄化槽団体連合会ホームページより「浄化槽管理士研修会」のバナー

をクリックし、申し込みサイトにアクセスしてください。 

① 都道府県名を入力すると開催県の絞り込みができます。 

②「＜」や「＞」をクリックすると月めくりができます。 

③ 受講したい研修会をクリックして下さい。 

④ 研修会の内容を確認し、申込サイトをクリックして下さい。 

● スマートフォン 

QR コードよりアクセスするか、当協会又は全国浄化槽団体連合会ホ

ームページより「浄化槽管理士研修会」のバナーをクリックし、申

し込みサイトにアクセスしてください。 

 

① 都道府県名を入力すると開催県の絞り込みができます。 

② 研修会は直近の順に表示されています。 

 上下スクロールして、受講したい研修会をタップして下さい。 

 

2. 全浄連から受講受付メールが届きます。もし、管理士番号の入力ミス等により管理士番

号が確認できなかった場合は、全浄連からその旨のメールが送信されますので、確認の

上、全浄連に連絡してください。 

3. 管理士番号の照合が完了すると、全浄連から受講料振込依頼メールが届きますので、受

講料１０，０００円を振り込みください。（※振込依頼人情報は管理士番号＋カナ氏名） 

4. 受講料の振込み確認が取れた方には、全浄連から受講する研修会日時や会場、当日の持

ち物などのメールが受講票を兼ねて送信されます。 

5. 受講料を振り込んだにもかかわらず、１週間経っても全浄連からメールが届かない場合

は、協会事務局にお問い合わせください。 

6. 研修会当日は、受講票のメール本文を印刷し、身分証明書（運転免許証等写真付きのも

の）と一緒に会場にお持ちください。 

7. 受講後に修了証書を受け取ってお帰りください。 



【注意事項】 

 キャンセルについては、事前連絡いただければ他会場で受講できるよう対応いたしま

すが、受講料の返金はされません。また、令和４年度から全浄連においてキャンセル

料について以下のように定めています。 

開催日の１４日～１日前  受講料の ３０％ 

当日           受講料の１００％ 

当日（公欠の場合）    受講料の ３０％ 

 研修会開始から３０分以上遅刻した場合は、受講と認められない場合がありま

す。 

 修了証書の再発行について、これまで無償対応としていましたが、令和４年度

から全浄連において再発行手数料を１通１，０００円＋送料としています。 


